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沖縄県の緊急事態宣言発令を受けた園・学校の対応について（お知らせ） 

 

時下、日頃より本市の感染症対策へのご理解とご協力に感謝いたします。 

さて、沖縄県は新型コロナウイルスの感染拡大抑止にむけ緊急事態宣言を 5月 23日から 6月 20日の

期間に発令しました。これに伴う本市の以下の取り組みにつきまして改めてご理解頂くとともに、ご家

庭においても感染対策の徹底をよろしくお願いいたします。 

 

記 

１ 各機関の対応 

【幼稚園について】 

・登園については現状通り。行事等については延期・縮小をします。 

【小中学校について】 

・学習の機会を保障する観点から、感染拡大防止対策を徹底しながら、教育活動を継続します。 

・学校行事（運動会、体育祭、修学旅行や宿泊学習等）については延期、縮小します。 

【部活動・スポーツ少年団の活動について】 

・期間中は原則休止とする。ただし、８月末迄に開催される九州・全国大会の予選を兼ねた県内大会 

やコンクール等に出場する場合に限り、平日 90分以内（早朝練習なし）、土日休日２時間以内の活 

動とし、必要最小限の人数で行う。 

【ご家庭への協力について】 

・不要不急の外出や移動を自粛し、家庭での朝の検温及び健康観察の徹底。 

・「十分な睡眠」「適度な運動」「バランスの取れた食事」を通した身体全体の抵抗力の向上。 

・子ども及び同居者に発熱等の風邪症状がある場合は、登校しない（出席停止扱い）。 

・「子どもが感染した場合」や「濃厚接触者に指定された場合」は保健所が指示する期間、「出席停止」 

といたします。速やかに学校に連絡しご相談ください。 

 

２ いじめ・誹謗中傷の防止について 

・感染者や濃厚接触者等に対する不当な差別や偏見、いじめ、SNS での心ない書き込みなどは、決し

て許されません。公的機関の発信する正確な情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。 

 

３ その他 

・発熱等風邪症状がみられる場合は、保健所や医療機関へ相談してください。 

沖縄県新型コロナウイルス感染症 相談窓口 （コールセンター） 

  TEL：０９８－８６６－２１２９ （２４時間対応） 
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